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研究成果の概要（和文）： 

 本研究は、近代日本の地方自治と行政制度の歴史の中でも、これまで十分な研究がなされて

こなかった都市制度に関する基礎的研究を行うことを課題とした。これまで、近代日本の都市

制度研究といえば、1889 年の市制施行以降を対象にするものに限られており、それ以前の都市

制度についての関心は弱い。そこで本研究では、近世から近代初頭にかけての都市制度を検討

する。具体的には、1878 年に制定された郡区町村編制法の中で、近代日本の都市制度として初

めて創設された「区」に着目し、その実態を明らかにしようとした。 

 そこでまず、京都・東京・金沢などで予備調査を実施し、史料の所在状況に見当を付けた上

で、全国の主要都市について本格的な調査を実施した。調査はまず書類や電話などで関係する

行政文書などの所在状況を確認し、手がかりを得られた都市から順次訪問調査を行った。調査

を実施した主な都市は、前述の都市以外では、名古屋・仙台・秋田・新潟・静岡・熊本などで、

とくに仙台・金沢・新潟などでは貴重な文書類を見つけることができるなど、大きな成果を得

た。 

 ただ、いくつかの都市では史料に関する情報を得ることすらできず、調査を行うことができ

た都市でもその保存状態は十分といえるものではなかった。そこで、文書の保存や公開などの

実態を考える上で、参考となる地域の調査も並行して行い、各地で意見交換も行った。 

 

 
研究成果の概要（英文）： 
 It is almost not research about a local government and autonomy in Modern Japan, 
especially before 1889. I gather official and private documents in the city concerned. 
And I reseach the city archives. For example Kyoto Kanazawa Niigata Kumamoto ,and 
the like. These cities are selected “区”（ku） on “郡区町村編制法”（gun ku cyou son 
hensei hou）. This law was enforced from 1879 to 1889. I compare selected cities with 
deselected cities. 
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１． 研究開始当初の背景 

 

 日本における近代都市史研究は、近年、文
化や社会の動きに関するものは盛んになっ
ており、学際的な研究成果として注目されて
いるものもある。ただ、その基礎となるはず
の都市制度（あるいは地方制度の中における
都市の位置づけ）に関する理解は必ずしも共
有されていない。都市制度に言及される場合
にも、その理解は定式化しており、なかには
誤解に基づくものも少なくない。そうした理
解の上で、文化史や社会史などが多様な問題
関心から論じられているために、そこで展開
されている議論の中にも誤解に基づいてい
るものがないとはいえない。とくに、学際研
究の場面において、こうした誤解が必ずしも
修正されずに流布していることに気づき、日
本史研究を担う者として、むしろこうした学
際研究や国際的な研究動向に貢献するため
にも、史料に徹して基礎的な法律上あるいは
制度上の知見を豊かにする必要があると考
える。 

 そのために重要なのは、①近代社会の前提
となる前近代社会における都市のあり方に
ついて理解を深めること、②明治維新以降で
あっても市制施行以前の時期の制度につい
て基礎となる史料を収集し、今後の研究条件
を整えること、③市制施行以降についても文
化面・社会面だけでなく制度や政治・経済の
基礎的な理解に基づく研究を進めることな
どであると思われる。 

 また、史料保存の問題としては、こうした
都市研究に不可欠な行政文書の保存・公開が
まだ十分に制度化されていないという実態
がある。近年ようやく国レベルでは制度が整
いつつあり、国立公文書館などは重要な史料
の公開に積極的に取り組んでいる。したがっ
て、現在は、これらの史料を活用した研究が
求められている段階といえよう。これと並ん
で都道府県の行政文書に関しても、保存・公
開の体制が整えられつつある。都道府県によ
る条件の違いはあるものの、全国的には整え
られる方向にあると考えられる。それらに比
べると、市町村の行政文書については保存・
公開の体制はまだ十分とはいえず、都市史研
究もそこまでの史料を活用したものはまだ
あまり多くない。そこで市町村においても、
行政文書の重要性を行政担当者などに理解
してもらうためにも、それらを活用した研究
が求められている。せっかくこれまで保存さ
れてきた行政文書が今後も散逸されずに後
世に伝えられるためには、それらにどのよう

な意味があり、その中に地方制度の歩みを知
る上でどれだけ重要な史料が含まれている
かを確認し、その知見を共有財産にする必要
がある。そうした意味では、本研究は市町村
レベルでの行政文書の発掘を不可欠の課題
としており、結果として、それらの史料の保
存・公開にも裨益するものと思われる。その
ためには、各市町村の行政文書の実態把握も
重要な意味があると思われる。 

 

 

２．研究の目的 

 

 １で述べたような理解に基づき、本研究で
は主に明治維新以降の市制施行以前の時期
の都市制度の検討に取り組むことにした。な
かでも、1879 年から 1889 年までの約 10 年
間の地方制度である郡区町村編制法につい
ては、従来の概説書などでも十分な記述がな
されておらず、本格的な研究もほとんどない。
とくに、郡区町村編制法によって選定された
「区」は、明治維新以降に定められたはじめ
ての都市制度といえるであろう。そこで、こ
の時期にしぼって基礎的な史料の調査・収集
に努めることにする。 

 それと関連して、全国の主要都市及び国の
動きに関係する史料の所在状況を把握し、そ
の収集に努める。 

 こうして 1879～1889 年を中心に都市制度
と都市に関する史料のデータベースを構築
しながら、都市制度形成の基本的な流れを把
握する。 

 

 

３．研究の方法 

 
 研究方法は、研究対象とした地域（都市）
の現地調査と、それに基づく史料の収集・解
読、得られた情報の整理と体系化などからな
る。 
 現地調査は３年度にまたがり、協力が得ら
れた地域から随時実施する。その際、行政側
が対応しやすいようにわかりやすいキーワ
ードを選び、関連史料の所在状況を尋ねると
ころからはじめ、それを手がかりに現物を確
認、必要箇所の撮影や筆写などを行う。その
際に用いるキーワードは「市制施行」「市参
事会」「区」「共有文書」などであるが、とく
に「市参事会」は戦後の地方自治法にない制
度のため、本研究が求める史料を探すための
手がかりになる。 
 調査対象の選定は、郡区町村編制法が施行



された 1879 年に区となった地域と、市制が
施行された 1889年にいち早く市となった地
域を基本とし、その変遷をふまえて行う。そ
の際、人口規模だけでなく、府県庁の所在地、
学校・軍隊などの所在地などといった近代的
条件、さらには城下町・港町などといった近
世的条件も視野に入れ、それぞれについて区
や市制が施行された地域と施行されなかっ
た地域の対比も勘案する。したがって、必要
があれば、区や市になっていない地域も調査
対象とする。 
 具体的には、1879年に区に選定された 18
地域と北海道の 2地域を基本とし、その比較
対象となる地域を調査対象とする。たとえば、
東北を代表する城下町から区に選定された
仙台と区に選定されなかった秋田、北陸で人
口規模が大きな城下町で区に選定された金
沢と区に選定されなかった富山や福井、人口
がさほど大きくなかったにもかかわらず区
に選定された赤間関や伏見と人口が大きく
ても区に選定されなかった四国の諸都市な
ど、さまざまな条件から比較対象を選び、区
に選定された経緯を調査する。 
 また、1889 年の市制施行に際して市となっ
た 39 地域とそれまでの区との関連性、近世
都市としての成り立ちや性格、市制施行以後
の都市発展の経緯などを視野に入れる。 
 次に、調査対象とした地域について、関連
史料の保存状況を確認する。重要な地域であ
っても関連史料がなければ、課題を深めるこ
とはできない。また、当該地域の自治意識を
知るためにも史料の保存状況の確認は重要
な意味を持つ。そこで、上記の各地域で先行
研究や自治体史の成果などを調査するのと
同時に、史料調査を実施する。 
 以上のような調査を踏まえ、市制施行以前
の都市制度に関わる情報を網羅的に収集し、
その形成過程についての分析を行う。 
 
 
４．研究成果 
 
 全国の主要都市における関連資料の所在
調査は、多くの関係者の協力により、一定の
成果を得ることができた。すでに本研究以前
の予備調査において、京都、東京、名古屋、
新潟などの情報を得ていたが、本格的な調査
に着手するため、それらの地域も含めてあら
ためて調査を行った。 
 具体的には、1889 年以前の都市制度を知る
上で不可欠な「区」の関連史料の所在をある
程度明らかにすることができた。 
 まず、京都に関しては、上下京連合区会や
下京区役所などの文書がすでに知られてい
たが、京都市歴史資料館の協力をえて保存措
置を講じるとともに、市役所倉庫など追加調
査を依頼した。ただ、伏見に関しては新しい

情報をえることができなかった。 
 東京に関しては、『都史資料集成』で関連
する史料集が新たに公刊されたが、本研究に
関わる時期の新出史料は見いだせなかった。
現地での調査でも未知の史料は見いだせな
かった。 
 次に、近世を代表する城下町だった金沢で
は、区関係の文書をいくつかの施設で保管し
ていることがわかった。ただ、それぞれにあ
る程度の分量があるので、今後本格的な調査
が必要である。仙台では区関係の文書を発見
することはできなかったので、備荒貯蓄金に
関わる旧市井二十四町区会共有金関係資料
を調査した。熊本でも歴史文書資料室などで
調査を実施し、関連史料の閲覧を行った。 
 また、幕府直轄の港町だった新潟では、区
関係文書を相当数保管しており、歴史資料準
備室で閲覧の便宜も図られていた。これも、
分量が多く、現在のところでは概要の把握に
とどまっており、今後本格的な調査が必要で
ある。明治維新後に開発された札幌も区関係
文書を一定数保管しており、一部を撮影した。 
 以上は調査によりまとまった成果があっ
た地域であるが、同じように各地域の調査を
行った。ただ、名古屋、横浜、長崎、福岡、
赤間関、神戸、広島などでは区に関する史料
の情報をえることはできなかった。また、大
阪については、区関係文書がある程度保管さ
れていることがわかったが、遠隔地の調査を
優先したため、再調査の必要がある。 
 こうして各地域に残された文書類の調査
から区に関する具体的な手がかりを探った。
その結果、いくつかの地域では多くの成果を
えたが、ほとんど手がかりをえられなかった
地域も少なくなかった。そこで、並行して各
地域で編纂された自治体史や行政史など先
行研究を収集し、その記述内容の検討を行っ
た。 
 各地域での先行研究の検討は、時間の関係
で西日本を中心にせざるをえなかったが、堺、
岡山、赤間関などで関連する記述があること
がわかった。また、区に選定されていない地
域でも、福井、高松、甲府などで区選定を求
める運動があったことが明らかとなった。 
 とくに、いったん区に選定された地域の中
でも、伏見は区を廃して郡への編入を求める
動きが起こり、その通りになったのに対して、
堺では同様の動きがあったにもかかわらず、
区のまま据え置かれていたこともわかった。
こうした事実に基づく、都市制度形成過程の
検討がさらに求められているといえるであ
ろう。とくに、東日本の各地域の文献調査は
まだ未着手であるので、今後も継続したい。 
 来年度以降、新たに科学研究費研究助成に
「近代日本における都市制度形成過程の総
合的研究」が採択されたので、引き続き関連
調査を行う予定である。 
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